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　子どもの悩みや心配事の相談を電話
で受けています。秘密は厳守しますの
で、お気軽にご利用ください。
■相談先
　教育委員会（内線210）
■相談日時
　月〜金曜日　午前８時30分〜午後４
　時30分（土・日曜日、祝祭日、　　　
　年末年始を除く）

教 育 相 談 電 話 行政・人権相談夕 ぐ れ 窓 口
　２月の夕ぐれ窓口を次のとおり町民
生活課窓口で開設します。
■開設期日　２月13日（金）、27日（金）
■開設時間　午後５時〜６時
　閉庁後に戸籍抄本・謄本（午後５時ま
でに電話での申し込みが必要）や印鑑証
明書、住民票が必要な方、町に対する苦
情や意見、要望のある方は、どうぞお気
軽においでください。

　町では、町民の皆さんの行政に対する意見
や要望、また日ごろ生活する上での困り事な
ど、さまざまな内容の相談を受けるための行
政相談と人権相談を行っています。
　２月の相談日は次のとおりです。
■期　　日　10日（火）
■相談時間　午前10時〜午後３時　
■場　　所　国際交流会館１階102研修室
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テ
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。
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０
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３
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０
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０
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７
０
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付
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２
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４
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６
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発
行

等
の
従
来
の
業
務
に
加
え
、
町
税
等
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収
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２
４
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６
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午
前
９
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２
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５
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自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
は
、
原

則
と
し
て
４
月
１
日
現
在
で
の
自
動

車
登
録
の
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所
（
車
検
証
に
記
載
さ

れ
て
い
る
住
所
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送
り
し
て
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す
。
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越
し
な
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で
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所
が
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わ
っ
た
と
き
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、
運
輸
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で
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所

の
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更
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を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
３
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中
に
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録
の
手
続
き
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で
き
な
い
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、
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域
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民
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ま
で
ご
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絡
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、「
青
森
県
電
子
申
請
・
届

出
シ
ス
テ
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」
か
ら
届
け
出
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
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ホ
ー
ム
ペ
ー
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を
ご
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く
だ
さ
い
。

●
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ホ
ー
ム
ペ
ー
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http://w
w
w
.pref.aom

ori.

　

lg.jp/life/tax/top.htm
l

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　
西
北
地
域
県
民
局
県
税
部

　
納
税
管
理
課

　
ＴＥＬ 

０
１
７
３
（
34
）
３
１
４
１

愛
車
の
住
所
変
更
は

　
　
　
　
お
忘
れ
な
く

　【４か月児健康診査】
・月　日　３月４日（水）
・受　付　午後１時〜１時10分
・対　象　平成26年10月生
・内　容　小児科診察・離乳食の進め
　　　　  方と試食
　【10か月児健康診査】
・月　日　３月４日（水）
・受　付　午後１時10分〜１時20分
・対　象　平成26年４月生
・内　容　小児科診察・虫歯予防のお話
　　　　  離乳食の進め方と試食
　【７か月児健康相談】
・月　日　３月５日（木）
・受　付　午前９時〜９時10分
・対　象　平成26年７月生
・内　容　育児相談・離乳食の進め方と
　　　　  試食
　【１歳６か月児健康診査】
・月　日　３月25日（水）

乳 幼 児
健康診査

・受　付　午後12時30分〜12時40分 
・対　象　平成25年６〜８月生
・内　容　小児科・歯科診察、育児・発達
　　　　  相談等
※バスタオル・母子手帳を忘れずにお持
　ちください。また、風邪などの病気の
　あるお子さんは次回の健診を受けられ
　ますので、事前に保健師まで連絡して
　ください。
※離乳食試食の際は、赤ちゃん用エプロ
　ン、おしぼりをお持ちください。

場所：町保健福祉センター「鶴遊館」

■申し込み・お問い合わせ先
　健康保険課 健康長寿班
　（内線131、132、133）

「
女
性
の
た
め
の
女
性

司
法
書
士
に
よ
る
無
料

法
律
相
談
会
」
開
催

　
相
続
・
成
年
後
見
・
借
金
問
題
・

家
族
間
の
問
題
等
法
律
の
関
係
す
る

お
悩
み
を
抱
え
た
女
性
の
た
め
に
、

女
性
司
法
書
士
が
無
料
で
相
談
に
応

じ
ま
す
。
法
律
家
に
相
談
し
に
く
か

っ
た
皆
さ
ま
、
女
性
な
ら
聞
い
て
も

ら
え
る
、
話
せ
る
、
と
思
っ
て
お
ら

れ
る
皆
さ
ま
、
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
日　
時

　
平
成
27
年
２
月
28
日
（
土
）

　
午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

●
場　
所

　
ア
ス
パ
ム
５
階

　
「
あ
す
な
ろ
」「
白
鳥
」

　　
な
お
、
相
談
は
無
料
で
す
が
、
具

体
的
な
手
続
き
が
必
要
に
な
る
場
合

に
は
、
別
途
費
用
が
か
か
り
ま
す
の

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
右
記

日
時
以
外
で
も
県
司
法
書
士
会
総
合

相
談
セ
ン
タ
ー
（
Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
１
２
０

（
９
４
０
）
２
３
０
）
へ
ご
連
絡
い
た
だ

け
る
と
、
相
談
の
ご
案
内
や
ご
相
談

内
容
に
応
じ
た
お
近
く
の
司
法
書
士

の
紹
介
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
予
約
は
不
要
で
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　
青
森
県
司
法
書
士
会

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
１
７（
７
７
６
）
８
３
９
８

『しっかり減塩!!たっぷり野菜』
簡単に作れる料理教室を開催します

●日　時　３月３日 (火 )
　　　　　午前９時30分〜12時30分
●場　所　鶴遊館　調理室
●持ち物　エプロン、三角巾
●参加費　200円
●締　切　２月27日 (金 )
　塩分を減らして、野菜をたくさん食べ
るために、今の食生活を見直し、生活に
取り入れてみませんか。皆さんのご参加
をお待ちしております。

  特定健診、がん検診の精密検査を
  受けましょう

　特定健診で要医療となった方、がん
検診で精密検査の対象になった方は、
早めに医療機関を受診しましょう。
　がん検診の精密検査を受けた方は、
検査料金を補助します。
●申請期限：３月31日（火）

忘れ物のお知らせ

　役場、鶴遊館に以下の忘れ物があり
ました。健康保険課にて保管していま
すので、お心当たりのある方はご連絡
ください。２月末まで保管し、落とし
主が現れない場合は処分させていただ
きます。
●ミニーマウスのタオル（３歳児健診時）
●男性用の腕時計（総合健診時）
●女性用アームカバー（健診結果説明会時）
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　町を応援する「広報つるた有料広告」を募集していま
す。毎月、町のほぼ全世帯（発行部数約5,000部）に配
布され、多くの町民の方が目にしますので新聞などと同
様の宣伝効果が見込めます。有料広告掲載を希望される
企業・団体の皆さまはぜひ下記までお問い合わせくださ
い（※なお、広告の内容によっては掲載できない場合も
あります）。
■問い合わせ先　総務課 まちづくり班（内線264）

有料広告を募集しています

自己負担限度額

67万円

56万円

31万円

19万円

所得区分

現役並み所得

一　般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

　後期高齢者医療制度に加入している方で医療保険と介護保険の自己負担額
(注 )の両方の支払いをした方が支給の対象となります。世帯内に後期高齢者
医療制度に加入している方が複数いる場合は、世帯で合算します。

☆支給対象者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   ■問い合わせ先：健康保険課 国保介護班（内線 145）

後期高齢者医療　高額医療・高額介護合算療養費支給申請のお知らせ

　平成25年８月１日から平成26年７月31日までの１年間です。
☆対象期間

　医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、所得区分に応じた自己負
担限度額（表）を超えた場合に、その超えた額が支給されます。
　ただし、超えた額が500円以下の場合は支給対象となりません。

☆支給額

　支給の要件に該当すると思われる世帯には、２月下旬に青森県後期高齢者
医療広域連合から支給申請のお知らせが届きますので、健康保険課･国保介
護班に申請してください。
　また、対象期間の途中に後期高齢者医療制度に加入した方や転入してきた
方等がいる世帯には、支給対象となる世帯でも、支給申請のお知らせが送ら
れない場合がありますので、対象になると思われる方はお問い合わせください。

☆支給申請（支給を受けるには必ず申請が必要となります）
低所得Ⅱ：世帯員全員が住民税非課税の方
低所得Ⅰ：世帯員全員が住民税非課税の
　　　　　方のうち、世帯員全員の各所
　　　　　得金額が０円の方
(注 )自己負担額は支払った額から高額療
養費や高額介護（予防）サービス費を除
いた額です。

  青森県特定（産業別）最低賃金改正のお知らせ
   必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も

青森県特定（産業別）
最低賃金件名

改正内容 効力発生日
（平成 26 年）

改正前
時間額（円） 時間額（円）

鉄鋼業 800 12月 21日 787

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業

735 12月 21日 721

各種商品小売業 727 12月 21日 714

自動車小売業 766 12月 21日 753

※詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
　（http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）
■お問い合わせ先
　青森労働局労働基準部賃金室 
　TEL 017(734)4114　FAX 017(734)5821

青森県最低賃金 679 10月 24日 665

〈参 考〉

　 国民年金保険料は
　 口座振替がお得です
　国民年金保険料の納付には、口座振
替がご利用になれます。
　口座振替をご利用いただくと、保険
料が自動的に引き落とされるので金
融機関などに行く手間が省けるうえ、
納め忘れもなく、とても便利です。
　また、口座振替には、当月分保険料
を当月末に振替納付することにより、
月々 50円割引される早割制度や、現
金納付よりも割引額が多い６カ月前
納・１年度前納・２年度前納もあり、
大変お得です。
　口座振替をご希望の方は、納付書ま
たは年金手帳、通帳、金融機関届け出
印を持参のうえ、ご希望の金融機関ま
たは年金事務所へお申し出ください。
■お問い合わせ先
　弘前年金事務所　
　TEL　0172（27）1337
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12月 18日（木）に国際交流会館で行われた誕生証
書交付式に出席された方 （々平成26年10月届け出）

みんなで仲良く楽しく暮らし
ましょうね。

（館山 千鶴さん・みどり町）

銀（ぎん）くんへ

元気で優しい子に育ってほし
いです。お兄ちゃんともいっ
ぱい遊ぼうね。
（棟方 麻依さん・みどり町）

琉斗（りゅうと）くんへ

健やかに育ち、たくさんの人
の愛を受け取って育ってね。

（成田 穂奈美さん・境）

瑠愛（るな）ちゃんへ

誰にでも優しくできるような
心のきれいな人になりますよ
うに。

（工藤 茜さん・菖蒲川）

秀司（しゅうじ）くんへ

優しく強い子になってね。お
兄ちゃんと元気よくたくさん
遊んでね♥

（阿保 友貴さん・強巻）

虎輝（たいが）くんへ
友だちに恵まれ、周りから愛
され、元気に大きくなってね。

（池田 蓉子さん・仲町）

友愛（とあ）ちゃんへ
お兄ちゃん達といっぱい遊ん
で大きくなあれ。

（齋藤 芙美子さん・新田子）

紅杏（くれあ）くんへ

パパとママのところに生まれ
てきてくれてありがとう♥大
翔がいてくれて毎日幸せ♥

（永田 真衣さん・松倉）

大翔（ひろと）くんへ

生まれてきてくれてありがと
う。お姉ちゃんと仲良く、元
気に育ってね。
（成田 美加さん・あさひ町）

悠真（ゆうま）くんへ

生まれてきてくれてありがと
う！お兄ちゃんと仲良くね。

（岡元 直子さん・本町）

音花（おとか）ちゃんへ

生まれてきてくれてありがと
う♥たくさん笑って泣いて元
気に育ってちょうだいね♥

（長内 美穂さん・鶴泊）

愛羅（あいら）ちゃんへ

素直で優しい子になってね。

（泉 麻未さん・松倉）

桔平（きっぺい）くんへ

１月29日（木）に国
際交流会館で行われた
誕生証書交付式に出席
された方々（平成26
年11月届け出）

お兄ちゃんといっぱい遊んで
もらって、健康で優しい子に
成長してくださいね。
（磯野 貴乃さん・田中町）

希衣（きい）ちゃんへ


